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第３次地域福祉活動計画の理念・方針 
 

社会福祉協議会は、『地域福祉の推進』を中心的な担い手として、法律に定められた組織であ

り、地域住民のご協力を得ながら事業を実施してきました。社会福祉協議会が実施している多

くの事業は、住民による「ボランティア活動」なしには実施できない事業であり、住民に対し

て、単に援助や支援、福祉サービスを提供するだけではなく、住民が参加することで、住民同

士の「交流」、「支え合い」・「助け合い」が育まれ、それによって、地域福祉が醸成していくと

考えています。 

 

本計画の基本目標にある、「地域福祉の醸成」と「安心とゆとりある生活」が相互に作用し、

効果的に理念を達成する仕組み「住民参加によるまちづくり」「住民との協働」が、社会福祉協

議会の事業運営の基本となっています。 

 

社会福祉協議会の特性である公共性と民間性を活かし、行政機関や民間企業では、その取り

組みが難しい課題を積極的に取り組み、得意とする事業をさらに拡充し、他方では、ニーズに

合わない事業の見直しや廃止なども実施していきます。 

 

また、「福祉」や「保健」といった分野だけではなく、「福祉」を「広い意味での福祉」と捉

え、生活課題や地域課題に取り組み、「福祉」の本来の意味である「幸せ」・「幸福感」・「安心」

という考え方を強く意識して個別支援から地域支援まで、消費生活から防犯や防災、環境や文

化、スポーツなど幅広い視野から取り組んでいきます。 

 

その為にも、組織の見直しや財源の確保など、法人としての経営改善にも積極的に取り組ん

でいきます。極めて公共性の高い民間法人として、多くの行政事業の受託を受け、他の事業と

連携し、効果的に事業を推進すると共に、福祉ショップの経営、また、介護保険や障害者自立

支援法の事業者として利益を上げ、それを理念達成の為に運用していきます。 

 

このような方針の踏まえ、第３次地域福祉活動計画では、さらに加速するであろう「少子高

齢化」や「核家族化」・「コミュニティの希薄化」、その他新たな社会問題に積極的に対応できる

よう社会福祉協議会発展計画を策定しています。 

 

社会福祉協議会は、市からの補助金や受託金を主な財源としております。また、会費や募金

等の寄付金も大切な財源です。住民の皆様に、十分なサービスとして還元できるようこれから

も取り組んでいきます。 

 

平成１９年３月 

我孫子市社会福祉協議会 

会  長  岩 井 和 子 




